
川上村役場税財政課税務係　TEL：0267-97-2122
または、長野県後期高齢者医療広域連合　TEL：026-229-5320
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補助金のお知らせ
村では、次のとおり各種補助を行っていますので、ご活用ください。

※それぞれ、他にも条件がありますので、TEL：97-2121 までお問い合わせください。

川上村消費者被害防止対策機器購入費補助金
特殊詐欺等の被害の対策や、通話の内容を自動的に録音すること、また着信を自動的に切断する機能が
施された電話機器購入費等
　　補助額：対象経費の1/2（上限１万円）

川上村自動車急発進防止装置取付費補助金
自動車の急発進防止装置の設置
　　対象者：70歳以上の者
　　補助額：対象経費の1/2（上限５万円）

川上村自転車用ヘルメット購入費補助金
自転車乗車用に購入した新品のヘルメット（SG・JCF・CE・GS・CPSCマークのあるもの）
　　対象者：13歳以上の者
　　補助額：対象経費の1/2（上限４千円）

川上村防犯対策補助金
屋外防犯カメラ等の設置（設置場所・撮影範囲が住宅の敷地内であること）
　　補助額：対象経費の1/2（上限２万円）

川上村住宅耐震改修事業補助金
上記耐震診断を行い、診断結果が総合評点1.0未満の住宅で、耐震補強工事後の総合評点が0.7以上かつ
工事前の総合評点を上回った場合の補強工事等にかかる費用
　　補助額：対象経費の4/5（上限115万円）

川上村木造住宅耐震診断事業
昭和56年５月31日以前に着工された村内の木造住宅で、村が派遣した診断士による耐震診断費用
　　補助額：全額

川上村空き家解体補助金
３年以上空き家の住宅の解体費にかかる費用
　　補助額：対象経費の1/2（上限50万円）

川上村生ごみ処理機購入費補助金
家庭から出る生ごみの減量化と資源循環を図るため、家庭用生ごみ処理機の購入に要する費用
　　補助額：対象経費の1/2（上限5万円）

猫の不妊・去勢手術補助金
自らが飼育する飼い猫又は村内に生息する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術にかかる費用
　　補助額：１万円/匹

川上村太陽光発電システム設置補助
住宅用太陽光発電設備の設置費用
　　補助額：1キロワット5万円（上限20万円）

令和8年度村税等の納期のお知らせ

特定技能外国人等の国民健康保険税について
　今年も農業シーズンが始まり、多くの特定技能外国人 · 外国人技能実習生の方が村内に居住し、国民
健康保険に加入しています。
　特定技能外国人等の国民健康保険税の算定をするため、住民の皆さんと同様に前年の収入額を把握す
る必要があります。前年の収入額が把握できない特定技能外国人等の雇用主宛に、後日「国民健康保険
税簡易申告書」を送付します。公平で適正な課税を行うために、雇用主の皆さんは内容をご確認の上、
書類の提出にご協力をお願いします。

問合せ先　税財政課税務係　TEL：97-2122

個人住民税
（村県民税） 固定資産税 軽自動車税

国民健康保険税
介護保険料

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

国民健康保険税
介護保険料

後期高齢者医療保険料
（特別徴収）

賦課基準 1月 1日 1月 1日 4月 1日 資格取得月 資格取得月
4月

（納期限）
1期

〶仮算定　年金天引
5月

（納期限）
〶1期
（6/1）

〶全期
（6/1）

6月
（納期限）

〶1期
（6/30）

2期
年金天引

7月
（納期限）

2期
（7/31）

〶 1期
（7/31） 〶本算定

８月
（納期限）

2期
（8/31）

2期
（8/31）

3期
年金天引

９月
（納期限）

3期
（9/30）

3期
（9/30）

10月
（納期限）

3期
（11/2）

4期
（11/2）

4期
年金天引

11月
（納期限）

4期
（11/30）

5期
（11/30）

12月
（納期限）

4期
（12/28）

6期
（12/28）

5期
年金天引

1月
（納期限）

7期随時
（2/1）

2月
（納期限）

8期随時
（3/1）

6期
年金天引

3月
（納期限）

9期随時
（3/31）

※〶は当初課税による納税通知書等の発送月です。所得や資産の更正により税額に変更があった場合は、更正があっ
た月の翌月に改めて納税通知書を発送します。

※国保・介護・後期（普通徴収）の税額決定（7月）以降３月までに転入、社保離脱、年齢到達などによる資格取得があっ
た場合は、資格加入の翌月に納税通知書を発送します。

※国保・介護・後期（特別徴収）の場合は、4月中旬に8月までの年金天引額を記載した仮徴収決定通知を発送します。
6月下旬の本算定で年間の税額が決定したら、10月～翌2月分を含めた納税通知書を7月中旬に発送します。
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沖縄県恩納村交流事業宿泊補助金
事業概要

１ 事業の目的
　　川上村と友好都市である沖縄県恩納村との交流促進を図るため、恩納村を訪問し宿泊した村民に対し、
旅行経費の一部を補助する制度です。

２ 補助対象者
　　次の要件をすべて満たす者
　　（１）宿泊時及び申請時に川上村に住民登録がある者
　　（２）恩納村内の宿泊施設に宿泊した者
　　（３）同一世帯に属する者全員が、村税（国民健康保険税を含む）、保険料、水道料金等の各種使用料を滞

納していない者
　　（４）過去４年度以内に本補助金の交付を受けていない者（※補助の利用は５年度につき１回限りとする）
　　（５）当該旅行に関して、他の補助金等の交付を受けない者
　　（６）村が指定する場所で交流活動を行った者（内容は別途定める）

３ 補助対象経費
　　（１）対象となる経費
　　　　渡航費（航空運賃やフェリー代等）及び宿泊費
　　　　※航空券等と宿泊施設がセットになった旅行商品（パッケージツアー等）の代金も対象
　　（２）対象外となる経費
　　　　食糧費、現地の交通費（レンタカー、モノレール等）、出発する空港等までの交通費、キャンセル料
　　　　※業務出張、村の派遣事業、修学旅行等の学校行事に伴う宿泊は対象外

４ 補助金額
　　（１）１人１泊あたり上限5,000円とし、１回の旅行につき最大２泊（10,000円）とする（5,000円に満

たない場合は実費）。
　　　　※ただし、旅行経費が無料となる者（宿泊施設の添い寝や、航空機の膝上搭乗となる乳幼児等）は、

補助対象人数の算定に含めない。

５ 申請期間
　　対象となる宿泊の最終日から45日以内

６ 申請に必要な書類
　　（１）沖縄県恩納村交流事業宿泊補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）
　　（２）渡航費及び宿泊費の支払いの内容がわかる領収書等
　　（３）恩納村内で撮影されたもので、補助対象者の宿泊の事実が確認できる写真
　　（４）村が指定する場所で交流活動を行ったことが確認できる書類等

詳しくは、村のホームページをご覧いただくか、
産業課商工観光係（TEL：97-2123）までお問い合わせください。

修学にまつわる補助金等のお知らせ
村では、次のとおり各種補助を行っていますので、ご活用ください。

  川上村奨学金返済支援補助金〔新規〕
人口の流出を防ぎ定住促進を図るために、大学等の修学のために貸与を受けた奨学金を返済
する者に対し補助金を交付します。（この制度は、川上村に住んでいる方が対象です）
　　補助金額：申請年度の前年度中に遅滞なく返済した額の２/３（上限額20万円）
　　申請手続：5月1日から10月31日まで
　　　　　　　対象となる奨学金、対象者については、要件がありますので申請方法を
　　　　　　　含めてお問い合わせください。

  川上村奨学金〔変更〕
社会に貢献する人材を養成するため、経済的理由により修学困難な者に対して、奨学金を
貸与しています。
　　貸　与　額：大　学　等　月額60,000円（変更前40,000円）
　　　　　　　高等学校等　月額40,000円（変更前30,000円）
　　　　　　　※上限の額まで10,000円の額単位で変更可能
　　貸与期間：学校の正規の修学期間（他の奨学金との併用可能）
　　貸与方法：毎月末（変更前 4か月ごと）
　　返済方法：卒業後1年経過してから、貸与期間の3倍の期間内で返済（無利子）

  高校生等通学支援事業〔新規〕
高等学校等に在籍する生徒を養育する保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を図るた
めに、通学費等の補助を行います。（入寮・下宿等している場合も対象になります。）
　　事　業　内　容：高等学校・高等専門学校（高等課程）、特別支援学校高等部に在籍する

生徒を養育する保護者への補助
　　　　　　　　※在学中は毎年補助を受けることができます（上限3年間）
　　補助対象者：村内に住所を有し、高等学校等に在籍する生徒を養育する保護者
　　補　助　額：50,000円（生徒１人あたり）
　　申　　　請：「川上村高校生等通学支援補助金兼請求書」に在学証明書等を添付して

提出してください。
　　　　　　　　※学生証のコピーでは申請できません。
　　提　出　期　間：毎年5月1日から6月30日　

これらについて詳しくは、村のホームページをご覧いただくか、
教育委員会まで（TEL：97-2600）お問い合わせください。
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※ 役場の住民・戸籍窓口や郵送でも手続きできます。

エアコン設置促進事業補助金
１. 対象となる世帯
　　現在、居住する住宅にエアコンがなく、下記の２つの条件を両方とも満たす世帯が支援対
象となります。

　　（１）「65歳以上の高齢者のみの世帯」または「未就学児を扶養している世帯」
　　（２）「村民税非課税世帯」または「生活保護受給世帯」

２. 補助金額
　　エアコン設置にかかる費用の２/３を補助（上限60,000円まで）
　　※ 生活保護受給世帯は対象設備の全額（上限75,000円まで）

３. 対象設備
　　家庭用エアコンの設置にかかる設備費及び工事費

４. 申請期間
　　令和８年６月1日 （月）～令和８年10月30日 （金)

川上村では下記対象世帯に対し、エアコン設置にかかる費用を支援します。

詳しくは保健福祉課福祉係 （TEL：97-3600） までお問い合わせください。

マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として
利用できるようになりました。

川上村は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発をし
た「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム（PMH：Public Medical Hub)」の運用を開始
しました。

これまでは、受診時に医療機関等の窓口で、「マイナ保険証または
健康保険証等」とは別に「福祉医療費受給者証」の提示が必要で
したが、今後PMHに対応した長野県内の医療機関等では、マイナ
ンバーカード1枚で受診できるようになりました。

※　PMH対応していない医療機関を受診する際は、これまでと
同様に 「福祉医療費受給者証」 の提示が必要になります。
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　老朽化している「本郷宅老所だんらん（認知症対応型通所介護施設）」の今後のあり方を検討し、新たな認知症
対応型通所介護施設の建設を進めるため、川上村高齢者等施設建設委員会を発足し協議を進めてきました。
　なお、認知症の方の特性を考慮し独立性を確保したうえで、ヘルシーパークかわかみ等の周辺施設が充実して
いる旧第一保育園跡地に建設する予定です。
　今後設計業者を選定し、関係者からの意見聴取を実施しながら設計を進めます。

施設の基本方針
　（1） 認知症の方が安心して過ごせる環境の提供
　（2） 地域との連携、家族との協力体制の構築
　（3） 利用者の尊厳を守るケアの実現
　（4) 今後建設が考えられる施設との連携

施設・設備の特色
　（1） バリアフリー・安全対策 ⇒　利用者の安全性に配慮した動線設計　等
　（2） 設備・ICT導入 ⇒　空調、換気設備（感染症対策）　等
　（3） 環境・地域との調和 ⇒　内装などに村産木材及び県産木材の利用　等

主なスケジュール

　　　※ 社会情勢や村の財政状況により、変更することもあります。

建設に係る「川上村認知症対応型通所介護施設建設基本計画」は、村のホームページで公開しています。

認知症対応型通所介護施設の設計が始まります。

ボッチャ

第
34
回
佐久地区障がい者スポーツ大会開催のお知らせ

日　　時：令和８年６月13日（土）　９時20分～13時00分

会　　場：長野県立武道館　主道場　（佐久市猿久保165-1）

競　　技：ボッチャ、フライングディスク

参加募集：令和８年4月20日から　1団体1チーム（３～６名編成）

お問合せ先　　長野県佐久保健福祉事務所福祉課（大会事務局）　TEL：63-3143

フライングディスク
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新しく診療所長を務めさせていただきます、伊藤 泰斗（いとう たいと）です。村の皆さまにとって
診療所が「心強い味方」でありたいと考えています。体調のことはもちろん、生活の中でのちょっと
した困りごとも、まずは気軽にお話しください。川上村の豊かな自然に負けないくらい、明るく話し
やすい診療所を作っていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。　

診療所長から
川上村の皆様へ

令和8年度

川
上
村
診
療
所  

診
療
体
制
の
ご
案
内

令和 ７ 年度 川上村高齢者等施設建設委員会による協議等
パブリックコメント（住民意見集約）の実施

令和 ８ 年度 建物の設計等

令和 ９ 年 建設工事

令和 10 年１月 利用開始

川上村診療所では、令和８年４月１日よりHPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの接種を開始しました。HPVは、
多くの女性が“一生に一度は感染する”といわれているウイルスです。感染しても多くの場合は時間経過とと
もに自然に排除されますが、一部は子宮頸がんなどの原因になることがあります。

診療所では９価ワクチン「シルガード９」を取り扱っており、子宮頸がんの原因とな
るHPVのうち、約90％の型の感染予防が期待できます。定期接種（公費で受ける
ことができる方）の対象は、小学校６年生から高校１年生相当の女子となります。

大切な健康を守るため、この機会にぜひ接種をご検討ください。
接種スケジュールなどの詳細は、診療所までお気軽にお問い合わせください。

子宮頸がんから大切な人を守るために
－HPVワクチン接種を始めます－
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